
資料８－１ 
２０２０年１１月６日 

沖縄県がん診療連携協議会 
幹事長 増田昌人 

 
がん診療連携拠点病院と地域がん診療病院のグループ指定の更新の件 

 
協議会において、以下の件について、審議と決定をお願いしたい。  
 
現在、がん診療連携拠点病院と地域がん診療病院のグループ指定は以下の通りである。 
幹事会での審議では、特に問題なく連携が取れていると評価しているが、グループ指定を

行ってから 5 年以上が経過している。そのため、協議会において、グループ指定について、

改めて審議と決定をお願いしたい。 
＜幹事会からのグループ指定に関する提案＞ 

北部地区医師会病院⇔琉球大学病院 
県立宮古病院 ⇔県立中部病院 
県立八重山病院 ⇔県立中部病院 

 
 
参考；これまでの経緯 
平成 2６年度第 2 回協議会（２０１４年 8 月開催）において決定した最初の組み合わせ 
北部地区医師会病院⇔那覇市立病院 
県立宮古病院 ⇔県立中部病院 
県立八重山病院 ⇔県立中部病院 

平成２８年度第３回協議会（２０１６年１１月開催）において決定した組み合わせ（～現在） 
北部地区医師会病院⇔琉球大学医学部附属病院 
県立宮古病院 ⇔県立中部病院 
県立八重山病院 ⇔県立中部病院 

＊人事交流等のことで、琉球大学医学部附属病院がより適任であるとの那覇市立病院からの

提案があり、組み合わせが、現行のように変更となった。 
 
参考；関連規則 
「がん診療連携拠点病院等の整備について（健発 0731 第 1 号平成 30 年 7 月 31 日）」  
『がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針』  
Ⅰ がん診療連携拠点病院等の指定について  
２ 都道府県は、（中略）、地域がん診療病院にあっては基本的に隣接するがんの医療圏のが

ん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定（以下「グループ指定」という。） 
することにより、がん診療連携拠点病院の無いがんの医療圏に１カ所整備するものとする。  
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（中略）  
また、地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院のグループ指定については、複数のがん診 
療連携拠点病院とグループになることも可とし、都道府県又は都道府県がん診療連携協議 
会（以下「都道府県協議会」という。）がその地域性に応じて検討を行い、連携するがん診 
療連携拠点病院とグループ内での役割分担を明確にした上で、がん診療連携拠点病院と地 
域がん診療病院のグループ指定の組合せを決定すること。 
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資料８－２ 
２０２０年１１月６日 

沖縄県がん診療連携協議会 
幹事長 増田昌人 

 
グループ指定に伴う種々の義務用件をどのように達成するか？ 

 
協議会において、以下の件について、ご意見を頂戴したい。 
 
グループ指定に際して、拠点病院に求められる９項目、診療病院に求められる 11 項目が

規定されている。第３回幹事会では、グループ内での役割分担が明確ではないなど、達成不

十分な項目が存在する と評価している。そのため、来年１月の第４回幹事会までに、それ

ぞれのグループで検討し、報告をしてもらう予定である。 
その際に、協議会として重要視する事項や確認事項等について、ご意見を頂戴したい。 
 

＜グループでの検討予定の例＞ 
北部地区医師会病院⇔琉球大学病院では、今後『グループ指定に関連する合同カンファラ

ンス』の年２回の定期開催を行う（初回は今年１２月を予定） 
１．カンファランスでの協議内容 
（１）初回で決定すべきもの 

①全般的な役割分担の取り決め 
②相談支援の役割分担の取り決め 
③グループ指定の広報の方法 

（２）定期的な協議が必要なもの 
①レジメン審査登録管理 
②院内クリニカルパスの整備、特に５大がんに関するパスの整備（除く連携パス） 

 
 
＜グループ指定に際して、拠点病院に求められる項目；９項目＞ 
１．地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、確実な連携体制を確保するためそ

のグループ指定先の地域がん診療病院と定期的な合同のカンファレンスを開催するこ

と。 
２．グループ指定を受ける地域がん診療病院の診療機能確保のための支援等に関する人材 

交流計画を策定し、その計画に基づき人材交流を行うこと。 
３．地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により手術療法を提供す

る体制を整備すること。 
４．地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により放射線治療を提供

する体制を整備すること。 
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５．がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、そのグループ指定先の地域がん診療病

院が標準的な薬物療法を適切に提供できるよう、レジメンの審査等において地域がん診

療病院を支援し、連携協力により薬物療法を提供する体制を整備すること。 
６．地域がん診療病院とグループ指定を受けている場合には、地域がん診療病院と連携しセ

カンドオピニオンを提示する体制を整備すること。 
７．地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により相談支援を行う体

制を整備すること。 
８．地域がん診療病院とグループ指定を受ける際には、連携先の地域がん診療病院名やその

連携内容、連携実績等について病院ホームページ、パンフレット等でわかりやすく公表

すること。 
９．協議会は、地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ指定における、地域 

性に応じたグループ内での役割分担を明確にした上でのグループ指定の組み合わせを

決定すること。 
 
＜グループ指定に際して、診療病院に求められる項目＞ 
１．集学的治療や標準的治療を提供できないがんについては、グループ指定を受けるがん診 

療連携拠点病院との連携と役割分担により対応できる体制を整備すること。 
２．確実な連携体制を確保するため、グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と定期的 

な合同のカンファレンスを開催すること。 
３．標準的治療等の均てん化のため、グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携す

ることにより、対応可能ながんについてクリティカルパスを整備し活用状況を把握する

こと。 
４．キャンサーボードの構成員については、必要に応じてグループ指定を受けるがん診療連 

携拠点病院との連携により確保すること。 
５．我が国に多いがん（肝臓がん、肺がん、乳がん、胃がん、大腸がん）に対する手術のう 

ち、提供が困難であるものについてはグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との

連携により提供できる体制を整備すること 
６．グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術中迅速病理診断 

を提供できる体制を整備すること。なお、当該体制は遠隔病理診断でも可とする。 
７．グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより放射線治療を提供 

できる体制を整備すること 
８．グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、薬物療法のレジメンを審 

査するとともに、標準的な薬物療法を提供できる体制を整備すること 
９．グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、Ⅱの１の（１）の⑥に定 

める要件を満たすこと。  
＜参考；Ⅱの１の（１）の⑥＞ 
 ⑥ 地域連携の推進体制 
ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受け入れを行うこと。また、がん患者の状態 に応じ、地域
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の医療機関へがん患者の紹介を行うこと。その際、緩和ケアの提供に関しては、 当該医療圏内の緩和ケ

ア病棟や在宅緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリストを作 成する等、患者やその家族に対し常

に地域の緩和ケア提供体制について情報提供できる体 制を整備すること。 
イ 病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線治療、薬物療法又は緩和ケアの提供 に関する相談

など、地域の医療機関の医師と診断及び治療に関する相互的な連携協力体制・ 教育体制を整備すること。 
ウ 当該医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当該圏域内の医療機関やがん患者等に 対し、情報

提供を行うこと。  
エ がん患者に対して、周術期の口腔健康管理や、治療中の副作用・合併症対策、口腔リハ ビリテーショ

ンなど、必要に応じて院内又は地域の歯科医師と連携することが望ましい。  
オ 我が国に多いがんその他必要ながんについて、地域連携クリティカルパス（がん診療連 携拠点病院

等と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療計画表及び患者用 診療計画表から構成され

るがん患者に対する診療の全体像を体系化した表をいう。以下同じ。）を整備すること。  
カ 地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での退院に努め、症状緩和に係る院内ク

リティカルパスに準じた地域連携クリティカルパスやマニュアルを整備するなど、院内での緩和ケアに

関する治療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備すること。  
キ 退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の連携により療養場所等に関する意思決定支援を

行うとともに、必要に応じて地域の在宅診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カンファレンスを実

施すること。  
ク 当該医療圏において、地域の医療機関や在宅診療所等の医療・介護従事者とがんに関する医療提供体

制や社会的支援のあり方について情報を共有し、役割分担や支援等について議論する場を年１回以上設

けること。なお、その際には既存の会議体を利用する等の工夫を行うことが望ましい。  
１０．グループ指定のがん診療連携拠点病院との連携と役割分担によりⅡの４の（１）に規 

定する相談支援業務を行うこと。  
＜参考；Ⅱの４の（１）＞  

がん相談支援センター 相談支援を行う機能を有する部門（以下「相談支援センター」という。なお、

病院固有の 名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」と表記すること。）を設置 し、

①から⑧の体制を確保した上で、当該部門においてアからチまでに掲げる業務を行う こと。なお、院内

の見やすい場所に相談支援センターによる相談支援を受けられる旨や、 相談支援センターの場所、対応

可能な時間帯についての掲示をする等、相談支援センター について積極的に周知すること。  
① 国立がん研究センターがん対策情報センター（以下「がん対策情報センター」とい う。）による「相

談支援センター相談員研修・基礎研修」（１）～（３）を修了した専従 及び専任の相談支援に携わる者を

それぞれ１人ずつ配置すること。  
② 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地域 の住民及び医

療機関等からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に関 し十分な経験を有するがん

患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。  
③ 相談支援について、都道府県協議会等の場での協議を行い、都道府県拠点病院、地域 拠点病院、特定

領域拠点病院、地域がん診療病院の間で情報共有や役割分担を含む協力体 制の構築を行う体制を確保す

ること。  
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④ 相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。  
ア 外来初診時等に主治医等から、がん患者及びその家族に対し、相談支援センターにつ いて説明する

等、診断初期の段階から相談支援センターの周知が図られる体制を整備すること。  
イ 地域の医療機関に対し、相談支援センターに関する広報を行うこと。また、地域の医療機関からの相

談依頼があった場合に受け入れ可能な体制を整備することが望ましい。  
⑤ 相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバックを得る体制を整備 することが望

ましい。  
⑥ 患者からの相談に対し、必要に応じて院内の医療従事者が対応できるように、相談支援センターと院

内の医療従事者が協働すること。  
⑦ 相談支援センターの支援員は、Ⅳの２の（３）に規定する当該都道府県にある都道府県拠点病院が実

施する相談支援に携わる者を対象とした研修を受講すること。  
⑧ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により相談支援を行う体制を整備する

こと。  
１１．グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院名やその連携内容、連携実績等 につい

てホームページ、パンフレット等でわかりやすく公表すること。 
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資料８－３ 

＜拠点病院 整備指針 グループ指定に関する部分の抜粋＞ 

 
健発 0731 第１号  

平成 30 年７月 31 日  
各都道府県知事 殿  
厚生労働省健康局長 
（ 公 印 省 略 ） 
 

がん診療連携拠点病院等の整備について 
以下、省略 
 
 

がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 
 

Ⅰ がん診療連携拠点病院等の指定について 
１ 省略 
 
２ 都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとともに、当該都道府県におけ

るがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者に対する相談支援及び情報提供を行うため、都

道府県拠点病院にあっては、都道府県に１カ所、地域拠点病院にあっては、都道府県が医療計画にて定

めるがんの医療圏に１カ所（都道府県拠点病院が整備されている医療圏を除く。）、地域がん診療病院に

あっては基本的に隣接するがんの医療圏のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定

（以下「グループ指定」という。）することにより、がん診療連携拠点病院の無いがんの医療圏に１カ所

整備するものとする。また、特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する特定領

域拠点病院を整備するものとする。ただし、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療の

連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場合には、この限りでないものとする。なお、

この場合には、がん対策基本法（平成 18 年法律第 98 号）第 12 条第１項に規定する都道府県がん対策推

進計画との整合性にも留意し、がんの医療圏と２次医療圏が一致していない都道府県については、指定

の検討会において整備の方針を説明すること。また、地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院のグル

ープ指定については、複数のがん診療連携拠点病院とグループになることも可とし、都道府県又は都道

府県がん診療連携協議会（以下「都道府県協議会」という。）がその地域性に応じて検討を行い、連携す

るがん診療連携拠点病院とグループ内での役割分担を明確にした上で、がん診療連携拠点病院と地域が

ん診療病院のグループ指定の組合せを決定すること。当該がん診療連携拠点病院は、患者の利便性及び

連携・役割分担の実効性を考慮し、隣接した医療圏にあることが望ましい。なお、地域がん診療病院が

複数のがん診療連携拠点病院とのグループ指定を受ける際は、中心となって連携するがん診療連携拠点

病院を明確にすること。 
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３～７ 略 
 
 
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について  
１ 診療体制  
（１）診療機能  
① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供  
ア～ク 略 
ケ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、確実な連携体制を確保するためそのグループ指

定先の地域がん診療病院と定期的な合同のカンファレンスを開催すること。 
コ～ス 略 
セ グループ指定を受ける地域がん診療病院の診療機能確保のための支援等に関する人材交流計画を策

定し、その計画に基づき人材交流を行うこと。 
② 手術療法の提供体制  
ア、イ 略 
ウ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により手術療法を提供する体制を整備

すること。 
③ 放射線治療の提供体制  
ア～エ 略 
オ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により放射線治療を提供する体制を整

備すること。 
④ 薬物療法の提供体制  
ア～ウ 略  
エ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、そのグループ指定先の地域がん診療病院が標準

的な薬物療法を適切に提供できるよう、レジメンの審査等において地域がん診療病院を支援し、連携協

力により薬物療法を提供する体制を整備すること。 
⑤、⑥ 略 
⑦ セカンドオピニオンの提示体制  
ア 我が国に多いがんその他当該施設で対応可能ながんについて、手術療法、放射線治療、薬物療法又は

緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオン（診断及び治療法につ

いて、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいう。以下同じ。）を提示する体制を整備

すること。また地域がん診療病院とグループ指定を受けている場合には、地域がん診療病院と連携しセ

カンドオピニオンを提示する体制を整備すること。 
（２）、（３） 略 
 
２ 診療実績 略 
 
３ 研修の実施体制 略 
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４ 情報の収集提供体制 
（１）がん相談支援センター 
①～⑦ 略 
⑧ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により相談支援を行う体制を整備する

こと。 
（２） 略 
（３）情報提供・普及啓発 
①～③ 略 
④ 地域がん診療病院とグループ指定を受ける際には、連携先の地域がん診療病院名やその連携内容、連

携実績等について病院ホームページ、パンフレット等でわかりやすく公表すること。 
 
５ 臨床研究及び調査研究 略 
 
６ ＰＤＣＡサイクルの確保 略 
 
７ 医療に係る安全管理 略 
 
８ 地域拠点病院（高度型）の指定要件について 
 
 
Ⅲ 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件について 
省略 
 
 
Ⅳ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について  
１ 都道府県における診療機能強化に向けた要件 
（１）～（３） 略 
（４） 都道府県協議会を設置し、当該協議会は、当該都道府県内のがん診療に係る情報の共有、評価、

分析及び発信を行うとともに、診療の質向上につながる取組に関して検討し、実践するため、次に掲げ

る事項を行うこと。  
① 地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ指定における、地域性に応じたグループ内で

の役割分担を明確にした上でのグループ指定の組み合わせを決定すること。 
②～⑩ 略 
 
２ 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件 略 
 
３ 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件 略 
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４ 院内がん登録の質的向上に向けた要件 略 
 
５ ＰＤＣＡサイクルの確保 略 
 
６ 医療に係る安全管理 略 
 
 
Ⅴ 国立がん研究センターの中央病院及び東病院の指定要件について 
省略 
 
 
Ⅵ 特定領域がん診療連携拠点病院の指定要件について  
省略 
 
 
Ⅶ 地域がん診療病院の指定要件について  
１ 診療体制  
（１）診療機能  
① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供  
ア 我が国に多いがんを中心として、集学的治療等を提供する体制を有するとともに、標準的治療等がん

患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。ただし、集学的治療や標準的治療を提供できないがん

については、グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携と役割分担により対応できる体制を

整備すること。  
イ 確実な連携体制を確保するため、グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と定期的な合同のカン

ファレンスを開催すること。 
ウ～カ 略 
キ 標準的治療等の均てん化のため、グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより、

対応可能ながんについてクリティカルパスを整備し活用状況を把握すること。  
ク がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キャンサーボードを設置し、定期的

に開催すること。なお、構成員については、必要に応じてグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院

との連携により確保すること。（以下、略） 
ケ～ス 略 
② 手術療法の提供体制  
ア 我が国に多いがんに対する手術のうち、提供が困難であるものについてはグループ指定を受けるがん

診療連携拠点病院との連携により提供できる体制を整備すること。  
イ グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術中迅速病理診断を提供できる

体制を整備すること。なお、当該体制は遠隔病理診断でも可とする。  
③ 放射線治療の提供体制  
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設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、グループ指定を受けるがん診療連

携拠点病院と連携することにより放射線治療を提供できる体制を整備すること。  
④ 薬物療法の提供体制  
ア 略 
イ グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、薬物療法のレジメンを審査するととも

に、標準的な薬物療法を提供できる体制を整備すること。 
⑤ 略 
⑥地域連携の協力体制  

グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、Ⅱの１の（１）の⑥に定める要件を満

たすこと。 
＜参考；Ⅱの１の（１）の⑥＞ 
⑥ 地域連携の推進体制  
ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受け入れを行うこと。また、がん患者の状態に応じ、地域

の医療機関へがん患者の紹介を行うこと。その際、緩和ケアの提供に関しては、当該医療圏内の緩和ケ

ア病棟や在宅緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリストを作成する等、患者やその家族に対し常

に地域の緩和ケア提供体制について情報提供できる体制を整備すること。  
イ 病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線治療、薬物療法又は緩和ケアの提供に関する相談

など、地域の医療機関の医師と診断及び治療に関する相互的な連携協力体制・教育体制を整備すること。  
ウ 当該医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当該圏域内の医療機関やがん患者等に対し、情報提

供を行うこと。  
エ がん患者に対して、周術期の口腔健康管理や、治療中の副作用・合併症対策、口腔リハビリテーショ

ンなど、必要に応じて院内又は地域の歯科医師と連携することが望ましい。  
オ 我が国に多いがんその他必要ながんについて、地域連携クリティカルパス（がん診療連携拠点病院等

と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療計画表及び患者用診療計画表から構成される

がん患者に対する診療の全体像を体系化した表をいう。以下同じ。）を整備すること。  
カ 地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での退院に努め、症状緩和に係る院内ク

リティカルパスに準じた地域連携クリティカルパスやマニュアルを整備するなど、院内での緩和ケアに

関する治療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備すること。  
キ 退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の連携により療養場所等に関する意思決定支援を

行うとともに、必要に応じて地域の在宅診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カンファレンスを実

施すること。  
ク 当該医療圏において、地域の医療機関や在宅診療所等の医療・介護従事者とがんに関する医療提供体

制や社会的支援のあり方について情報を共有し、役割分担や支援等について議論する場を年１回以上設

けること。なお、その際には既存の会議体を利用する等の工夫を行うことが望ましい。 
 
２ 診療実績 略 
 
３ 研修の実施体制 略 
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４ 相談支援・情報提供・院内がん登録  
（１）がん相談支援センター  
① 略 
② グループ指定のがん診療連携拠点病院との連携と役割分担によりⅡの４の（１）に規定する相談支援

業務を行うこと。 
（２）略 
（３）情報提供・普及啓発  
① 略 
② グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院名やその連携内容、連携実績等についてホーム

ページ、パンフレット等でわかりやすく公表すること。 
③、④ 略 
 
５ ＰＤＣＡサイクルの確保 略 
 
６ 医療に係る安全管理 略 
 
 
Ⅷ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について 
１ 既にがん診療連携拠点病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて 略 
 
２ 指定の推薦手続等について 略 
 
３ 指定の更新の推薦手続等について 略 
 
４ 指定の有効期間内における手続きについて  
（１） 指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況（地域拠点病院（高度型）

の指定要件を満たすことのできない状況を含む）が発生したがん診療連携拠点病院（国立がん

研究センターの中央病院および東病院を除く）、特定領域拠点病院、地域がん診療病院は、文

書にて迅速に都道府県を通じてその旨について厚生労働大臣に届け出ること。地域がん診療病

院においてグループ指定の組み合わせが変更される場合においても同様に厚生労働大臣に届け

出ること。 
（２）～（５） 略 
 
５ 指針の見直しについて 略 
 
６ 施行期日 略 
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